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器と接続が可能な固定電話が設置され
ている　※黒電話との併用は不可
F50台（1世帯につき1台）
HI4月15日㈪～5月10日㈮に申込書
を直接　市民生活課（市民活動センタ
ー3階）　J（32）6306

e
エルタックス

LTAX利用による納付

固定資産税・都市計画税（土地・家屋分）、
固定資産税（償却資産分）、軽自動車税
（種別割）は、eLTAXを利用してスマ
ートフォン決済アプリやクレジットカ
ード、インターネットバンキング、口
座振替、ペイジーでの納付が可能です
I地方税共同機構　J0570（081）
459
 担当課 納税課

ごみ自己搬入時の混雑緩和
のお願い

沼ノ端クリーンセンターへのごみの自
己搬入は、ゴールデンウイーク期間に
大変混雑します。市HPの混雑予想カ
レンダーでご確認ください。また、市
HPでダウンロードしたごみ自己搬入
受付用紙にあらかじめ記入し、持参で
きる方はご協力ください
I施設管理課　J（55）2539

緑ケ丘公園施設の利用案内

■金太郎の池レストハウス
 利用日時 4月20日 ㈯ ～10月31日 ㈭　
10時～20時（1回2時間以内）
H4月20日㈯から　金太郎の池管理人
室（10時～17時）　J（36）2042
■貸しボート
 利用日時 4月20日 ㈯ ～10月31日 ㈭　
10時～18時
E30分200円
■緑ケ丘公園展望台
 開館日時 ①4月20日㈯～10月31日㈭　
9時～21時　②11月1日㈮～令和7年
4月19日㈯　10時～18時
 休館日 ①毎月第1月曜日　②毎週月曜
日　※祝日のときは翌平日、12月31
日㈫～令和7年1月2日㈭は休館
■市道緑ケ丘公園通
 通行日時 4月1日㈪～10月31日㈭　5
時～21時
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
I緑地公園課　J（32）6509

悪質商法・特殊詐欺被害の未
然防止のため「自動通話録音
機器」を貸し出します

警告音声と自動通話録音により相手に
通話を断念させることで、悪質商法や
特殊詐欺を防止できます　※設置・電
気代、通話料などの費用は借主負担
 貸出期間 令和7年3月31日㈪まで
C市内在住で次の条件に当てはまる世
帯●満70歳以上の高齢者がいる●機

くみとり便所を水洗トイレ
に改造する費用の貸し付け
を行います

C下水道が使用できる区域内に家屋を
持ち、くみとり便所を水洗トイレに改
造される方　※新築・増築と法人は対
象外
 貸付額 住宅1戸につき60万円以内（う
ち大工工事費4万円以内）無利子
 返済 貸付の翌月から5年間の60カ月均
等割償還（原則として金融機関窓口に
て納付書払い）
 貸付条件 ●市民税、固定資産税、下水
道事業受益者負担金に滞納がない●連
帯保証人が1人必要（年齢・所得制限あ
り）　※申請手続きは、市指定の排水
設備工事事業者が代行
I総務経営課　J（32）6628

18歳未満の子どもが安心安
全にスマートフォンなどを
利用するために

■適切にインターネットを利用する
SNSを利用して子どもたちに容姿を撮
影させ送らせたり、誘拐したりすると
いう事件が発生しています。事件に巻
き込まれないよう、正しいスマートフ
ォンの使い方などのインターネットに
関する知識、情報モラルやコミュニケ
ーション能力を親子で身に付けましょ
う
■家庭のルールを作る
子どもに適切な生活習慣が身に付くよ
う、親子で話し合って家庭のルール
を作りましょう。「利用時間は夜8時ま
で」など、ルールは具体的に決めまし
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